２０２３年度の事業計画書

２０２３年　１月　１日から　２０２２年１２月３１日まで

特定非営利活動法人　カウンセリングオフィスＳＡＲＡ

１　事業実施の方針
下記事業を確実に実施することを目標とする。
２　事業の実施に関する事項
(1) 特定非営利活動に係る事業
①　精神衛生(メンタルヘルス)に対する相談・検査に関する事業
ア　カウンセリング事業
・内　　　容　臨床心理学に基づいたカウンセリングや心理療法および心理検査を実施することで、精神衛生上の問題解決や自己理解を支援する。
・日　　　時　通年
・場　　　所　法人事務所、面接室等
・従事者人員　１５人
・受益対象者　精神衛生(メンタルヘルス)の問題をかかえた方をはじめ一般市民

イ　グループワーク事業
・内　　　容　グループ形式での心理療法を行い、相談者同士の相互援助や問題解決を支援する。2023年は前年に引き続き、思春期・青年期のグループ「クロッカス」を季節に応じて、週1回で5回の内容で開催予定。

ウ　コンサルテーション事業
・内　　　容　臨床心理学に基づいた専門的な見地から、組織内における心理的援助を円滑に進めるためのアドバイスを行う。2023年は昨年に引き続き保育園への心理士の派遣、他機関の研修講師の依頼の受託など行う予定。その他、必要に応じて、企業などへの緊急介入も依頼があれば行う。
・日　　　時　通年　
・場　　　所　法人事務所、面接室等
・従事者人員　３人
・受益対象者　精神衛生(メンタルヘルス)の問題をかかえた学校や事業者等。

エ　低所得者向けメンタルヘルス事業
・内　　　容　生活保護世帯・低所得者(直近の非課税証明書が出せる世帯)を対象とした25回半額のカウンセリングを実施して、カウンセリングを受けづらい人がカウンセリングを受けられるようにする。年間で先着12名の枠に25回分は半額でのカウンセリングを実施する。よこはま夢ファンドへの助成金申請を行う予定。寄付額に応じてカウンセリングが可能な人数の枠を変更していく。

②　精神衛生(メンタルヘルス)専門職の技術の向上に関する事業
ア　研修事業
・内　　　容　精神衛生(メンタルヘルス)に関する専門的なトレーニングを受けた専門家に向けた心理療法や心理検査に関する知識や技術向上のための研修会・グループスーパービジョン(専門的指導)を行う。恒例になっている箱庭・コラージュ研究会の開催や、前年と同様の「体験グループから集団力動を学ぶ」の研修会を１日の形式で実施する。また調整的音楽療法(ＲＭＴ)の専門家向けの研修を今年度では対面で9月～2月あたりで再開する予定。
・日　　　時　通年
・場　　　所　法人事務所、面接室、貸会議室等
・従事者人員　３人
・受益対象者　精神衛生(メンタルヘルス)に関する専門家

[bookmark: _GoBack]③　精神衛生(メンタルヘルス)に関する普及啓発事業
ア　ウェブ広報事業
・内　　　容　精神保健や臨床心理学に関わるホームページの運営を行う。その他、Facebook等のSNSを利用した広報やホームページを見てもらうためのＳＥＯ対策なども適宜行っていく。2021年より開始した動画配信サイトVimeoでのオンデマンド配信を市民講座の内容以外にもコンテンツを作成して、より多くの人にメンタルヘルスに関する有益な情報を発信できるようにしていく。
・日　　　時　通年　
・場　　　所　法人事務所　
・従事者人員　６人
・受益対象者　精神衛生(メンタルヘルス)の問題をかかえた方をはじめ一般市民、学校および事業者

イ　研究報告書、機関紙、書籍の編集および発行事業
・内　　　容　精神保健や臨床心理学に関わる研究報告書、機関紙(ニューズレター)、書籍の編集および発行を行う。
・日　　　時　通年　
・場　　　所　法人事務所　
・従事者人員　６人
・受益対象者　精神衛生(メンタルヘルス)の問題をかかえた方をはじめ一般市民、学校および事業者

ウ　市民講座事業
・内　　　容　メンタルヘルスに関する内容を扱う市民講座を開催し、市民のメンタルヘルス向上に寄与する。２０２３年も例年の総会と同一日での開催とすると、来場での開催が難しいため、感染状況も加味しながら開催時期を調整する。
・日　　　時　未定
・場　　　所　未定
・従事者人員　３人
・受益対象者　精神衛生(メンタルヘルス)の問題をかかえた方をはじめ一般市民、学校および事業者

(2) その他の事業
①　施設貸出事業
・内　　　容　法人事務所の部屋を利用希望者に対して貸し出す。
・日　　　時　通年
・場　　　所　法人事務所等
・従事者人員　６人
・受益対象者　一般市民、学校および事業者
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